
当社に対するご意見・苦情等に関するご連絡窓口 

 

当社に対するご意見・苦情等に関しては、以下の窓口で承っております。 

 

住  所 
〒600-8416 

京都市下京区烏丸通松原上る薬師前町 700番地 

電話番号 075-361-2220 

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日等を除く） 

 

「証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）」のご紹介 

（このご紹介は、特定非営利活動法人「証券・金融商品あっせん相談センター」発行のご紹介資料を元に作成しています） 

 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）は、株式、債券、

投資信託等、金融商品取引法の特定第 1 種金融商品取引業務に係る指定紛争解決機関とし

て金融庁の指定・認定および裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（ADR促進法）

に基づく認証を受け、中立的な立場で苦情・紛争を解決します。 

 

特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター（FINMAC）は、 

 

（1）お客さまからの金融商品取引業に関するご相談・苦情の窓口 

（2）金融商品取引に関するお客さまと証券会社との紛争を解決するための窓口 

 

として、金融商品取引業者等の業務に対するお客さまからのさまざまなご相談・苦情や紛争

解決あっせん手続きの申立てを受付けています。（あっせんは、損害賠償請求額に応じて所

定の料金をご負担していただきます。） 

あっせん手続き実施者（あっせん委員）は、公正・中立な立場の弁護士が担当し、迅速か

つ透明度の高い解決を図ります。 

 

名  称 
特定非営利活動法人 証券・金融商品あっせん相談センター 

（FINMAC） 

所 在 地 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町 2-1-1 第二証券会館 

電話番号 0120-64-5005 

受付時間 9：00～17：00（土・日・祝日等を除く） 

 

 


